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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
郵
政
ユ
ニ
オ
ン
は

２
月
１
５
日
、
日
本
郵
政
グ

ル
ー
プ
各
社
及
び
日
本
郵
便

輸
送
に
対
し
、「
２
０
２
３
年

４
月
１
日
以
降
の
賃
金
引
上

げ
等
に
関
す
る
要
求
書
」
を

提
出
し
ま
し
た
。 

今
春
闘
は
、
昨
年
末
か
ら

今
年
に
か
け
て
食
料
品
、
衣

料
品
、
光
熱
費
、
ガ
ソ
リ
ン

価
格
の
高
騰
な
ど
、
市
民
生

活
は
大
打
撃
を
受
け
た
中
で

の
た
た
か
い
と
な
り
ま
す
。

特
に
、
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ

で
働
く
社
員
は
、「
７
年
連
続

ベ
ア
ゼ
ロ
」
回
答
に
よ
り
、

諸
物
価
高
騰
の
影
響
は
生
活

苦
と
直
結
し
て
お
り
、
今
春

闘
に
お
い
て
物
価
高
騰
を
上

回
る
賃
金
引
上
げ
は
「
一
歩

も
譲
れ
な
い
要
求
」
で
す
。 

低
賃
金
で
働
い
て
い
る
期

間
雇
用
社
員
等
、
一
般
職
社

員
や
地
域
基
幹
職
で
働
く
若

年
層
の
社
員
を
は
じ
め
、
中

高
年
、
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
社

員
な
ど
、
物
価
高
騰
の
波
は

す
べ
て
の
労
働
者
に
降
り
か

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

点
か
ら
も
、
２
３
春
闘
は
「
す

べ
て
の
労
働
者
の
ベ
ア
獲

得
」
を
目
指
し
て
た
た
か
う

こ
と
が
重
要
で
す
。 

春
闘
要
求
書
は
３
月
１
４

日
を
回
答
指
定
日
と
し
て
提

出
し
、
提
出
日
の
２
月
１
５

日
を
第
１
回
賃
金
交
渉
と
し

て
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
各
社

と
の
交
渉
に
入
り
ま
し
た
。 

第
２
回
賃
金
交
渉
は
、
２

月
１
４
日
に
発
表
さ
れ
た

「
２
０
２
３
年
３
月
期
第
３

四
半
期
決
算
」
の
説
明
の
場

に
な
り
ま
す
。
第
３
四
半
期

の
純
利
益
は
グ
ル
ー
プ
全
体

で
３
，
７
６
２
億
円
を
計
上

し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
社
員

に
還
元
し
て
こ
な
か
っ
た
部

分
も
含
め
れ
ば
十
分
に
賃
金

と
労
働
条
件
改
善
を
お
こ
な

え
る
経
営
体
力
は
あ
り
ま
す
。 

提
出
し
た
要
求
書
は
春
闘

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た

声
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の

で
あ
り
「
み
ん
な
の
要
求
」

で
す
。
職
場
で
宣
伝
・
対
話

を
広
げ
、
全
組
合
員
の
力
を

結
集
し
て
た
た
か
い
ま
す
。 

提
出
し
た
２
３
春
闘
要
求

書
の
中
か
ら
「
期
間
雇
用
社

員
等
の
処
遇
改
善
」
と
「
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
関
連
要

求
」
に
つ
い
て
抜
粋
掲
載
し

ま
す
。
正
社
員
等
の
処
遇
改

善
項
目
な
ど
は
地
下
掲
示
板

に
掲
示
し
ま
す
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 

ＮＯ．４３２７ 

`23 年２月21 日（火） 

℡･Fax 095-828-1953 

  文責 支部書記長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

２０２３年４月１日以降の賃金引上げ等に関する要求書 

 

Ⅰ 期間雇用社員等の処遇改善 

１ 賃金引上げ要求等 

（１）月給制契約社員 

①基本月額を３１，０００円以上引上げること 

③加算額の上限回数をなくすこと 

（２）時給制契約社員 

①時間給を２００円以上引上げること 

②基本給を全国一律制とし、時給を１,５００円以上とすること 

③スキル評価結果に基づき、スキル Aランクに到達できない職種をなくすこと 

 

２ 夏期・年末一時金 

（１）月給制契約社員は、年間４．５月とすること 

（２）時給制契約社員は、年間一ヶ月の平均賃金の４．５月とすること 

 

３ 均等待遇要求 

（１）制度に関する要求 

①労災補償は、正社員と同様の制度とすること 

④期間雇用社員等及びアソシエイト社員に対し、夏期冬期休暇を各３日付与す

ること 

（２）手当に関する要求 

③非番日労働の割増手当は、正社員と同様に１００分の１３５として支給すること 

⑦物価高騰に伴う緊急措置として特別手当を支給すること 

（３）人間ドック受診は正社員と同様に特別休暇とすること 

 

４ 正社員登用に関する要求 

（１）アソシエイト社員転換後、２年で正社員を希望する社員全員を正社員へ登用す

ること 

 

Ⅴ コロナ禍における感染防止策と労働条件の改善について 

１ 特別手当を支給すること 

２ 正規・非正規社員問わず感染した場合は、特別休暇を適用すること 

３ 濃厚接触者ではなく、発熱等の理由で会社の指示により休む場合は、特別休 

暇を適用すること。また、ＰＣＲ検査を受けた場合の費用は会社負担とすること 

 

＊期間雇用社員等の処遇改善と新型コロナ感染症関連要求について抜粋 

 


